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本入札説明書で用いる用語を以下のとおり定義する。 

 

本事業 ：熱回収施設、リサイクルセンター、計量施設、管理・啓発施設及び余

熱利用施設の設計、建設及び運営並びに計画敷地内に存在するふじみ

野市立老人福祉センター（施設名称「太陽の家」。）の解体・撤去に

ついて、民間事業者の創意工夫を活用することにより財政負担の縮減

及び公共サービスの水準の向上等を期待する「（仮称）ふじみ野市・

三芳町環境センター整備・運営事業」をいう。 

熱回収施設 ：ふじみ野市及び三芳町より発生するもやすごみ、併設するリサイクル

センターからの可燃残さ、容器包装プラスチック類の資源化残さ、容

器包装以外のプラスチック類の資源化残さ及び災害廃棄物を受け入

れ、処理する施設をいう。 

リサイクルセンター ：ふじみ野市及び三芳町より発生する粗大ごみ（可燃性又は不燃性）、

もやさないごみ、使い捨てライター、容器包装以外のプラスチック

類、かん、ペットボトル、容器包装プラスチック類、びん、古紙類、

有害ごみ等の資源ごみを受け入れ、処理を行うとともに、資源物を保

管する施設をいう。 

計量施設 

 

管理・啓発施設 

：熱回収施設及びリサイクルセンターへ搬入されるごみの計量を行う施

設をいう。 

：施設の管理・運営上の一般事務を行うとともに、来場者に向けた環境

啓発を行う施設をいう。 

余熱利用施設 ：熱回収施設より発生する熱エネルギーを活用した温浴機能を主体と

し、子どもから高齢者まで幅広い利用者に対して、「ふれあい・交

流・健康増進」の場を提供する施設をいう。 

老人福祉センター ：計画敷地内にある老人福祉施設（施設名称「太陽の家」。）であり、

解体・撤去する施設をいう。 

本施設 ：熱回収施設、リサイクルセンター、計量施設、管理・啓発施設及び余

熱利用施設からなる「（仮称）ふじみ野市・三芳町環境センター」を

いう。 

ＤＢＯ方式 ：設計（Design）、建設（Build）、運営（Operate）を民間事業者に一

括して委ねる民活事業手法をいう。 

ＳＰＣ ：落札者の構成員が株主として出資設立する本事業の運営業務を目的と

する特別目的会社（Special-Purpose-Company）をいう。 

事業者 ：ふじみ野市と本事業の基本契約を締結する選定事業者をいう。落札者

の構成員及びＳＰＣで構成される。 

設計企業 ：事業者のうち本施設の設計を行う者をいう。 



 

建設企業 ：事業者のうち本施設の建設を行う者をいう。 

運営企業 ：事業者のうち本施設の運営を行う者をいう。 

入札参加者 ：本事業の入札に参加する企業もしくは企業グループをいう。 

構成員 ：入札参加者を構成する企業をいう。 

代表企業 ：入札参加者を代表する企業をいう。ＳＰＣの最大出資者となる。 

建設ＪＶ ：ふじみ野市と建設工事請負契約を締結する設計企業と建設企業による

共同企業体をいう。なお、設計企業と建設企業が同一企業である場合

は設立する必要はない。また、建設ＪＶに設計企業を含めないことも

認めるが、その場合は当該ＪＶは設計業務を設計企業に発注しなけれ

ばならない。 

基本契約 ：事業者に本事業を一括で発注するために、ふじみ野市と事業者で締結

する契約をいう。 

建設工事請負契約 ：本事業の設計及び建設の実施のために、基本契約に基づき、ふじみ野

市と建設ＪＶ等が締結する契約をいう。 

運営業務委託契約 ：本事業の運営の実施のために、基本契約に基づき、ふじみ野市とＳＰ

Ｃが締結する契約をいう。 

特定事業契約 ：基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の３つの契約をま

とめた総称をいう。 

モニタリング ：事業者が実施する設計・建設及び運営の実施状況についてのふじみ野

市の監視をいう。 
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第１ 入札説明書の位置付け 

本入札説明書は、ふじみ野市（以下「本市」という。）が、民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に準

じて、特定事業として選定した、（仮称）ふじみ野市・三芳町環境センター整備・運営事業（以

下「本事業」という。）を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）を募集及び選定する

に当たり、入札に参加しようとする者に配布するものである。本事業に係る入札公告による一般

競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書による。 

また、以下の文書は、本入札説明書と一体のものである（以下「入札説明書等」という。）。

したがって、提案書の作成に当たっては入札説明書等を精読のうえ、遺漏の無いように努めるこ

と。なお、入札説明書等と、先に本市が公表した「実施方針」並びに「実施方針に関する質問・

意見への回答」との間に異なる点がある場合には、入札説明書等の規定が優先するものとする。 

・ 要求水準書 

・ 落札者決定基準 

・ 様式集 

・ 基本協定書（案） 

・ 基本仮契約書（案） 

・ 建設工事請負仮契約書（案） 

・ 運営業務委託仮契約書（案） 

 

本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の３つの契約をまとめて、以

下「特定事業契約」という。 
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第２ 事業の概要 

１ 事業名称 

（仮称）ふじみ野市・三芳町環境センター整備・運営事業 

 

２ 公共施設等の管理者等の名称 

ふじみ野市長  高畑 博 

 

３ 事業の目的 

本市及び三芳町では、これまで３ヶ所（５施設）の廃棄物処理施設において、焼却処理、再

資源化、最終処分を実施してきた。しかし、焼却処理施設や再資源化施設においては、施設の

基幹改良も経て、設置から３０年以上が経過しており、施設の老朽化により著しく機能が低下

している状況にある。また、これらの施設は、国の方針により、循環型社会形成が求められる

なかで、十分なエネルギー回収機能や資源化機能を有していないことから、その機能を補完す

ることが求められた。これを受け、本市及び三芳町では、平成２０年３月に、埼玉県が策定し

た「第２次埼玉県ごみ処理広域化計画」、平成２１年に、本市及び三芳町が策定した「ごみ処

理広域化基本計画」に基づき、本市及び三芳町が効率的かつ効果的にごみ処理を実施し、循環

型社会形成に資する施設として、「（仮称）ふじみ野市・三芳町環境センター」を整備するこ

ととした。 

以上を背景に、（仮称）ふじみ野市・三芳町環境センター整備・運営事業は、本市及び三芳

町におけるごみ処理を効率的かつ効果的に実施し、これに伴う高効率なエネルギー回収及び資

源回収を実現し、循環型社会形成を推進する施設として、熱回収施設、リサイクルセンター、

管理・啓発施設、計量施設及び余熱利用施設（以下「本施設」という。）を整備・運営するこ

とを目的とする。あわせて、本事業では、施設の整備・運営を民間事業者に、一括かつ長期的

に委ねるＤＢＯ方式により事業を実施し、民間事業者の創意工夫を発揮による、施設の整備・

運営にかかる財政負担の縮減及び公共サービス水準の向上を目的とする。 

 

４ 公共施設等の概要 

(1) 名称 

（仮称）ふじみ野市・三芳町環境センター 

 

(2) 建設予定地の概要 

項 目 概 要 

建設予定地所在地 埼玉県ふじみ野市駒林字北伊佐島１０９３－３外 

整備対象区域面積 約３．５４ha 
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(3) 土地の使用等に関する事項 

本市は、施設の整備期間中、本事業の用に供するため、事業者に本市が有する土地を無償

で貸与する。 

 

(4) 計画施設の概要 

ア 新設する施設 

施設名 内容 

熱回収施設 (1) 対象廃棄物 

本市及び三芳町から発生する、もやすごみ、併設するリ

サイクルセンターからの可燃残さ、容器包装プラスチック

類の資源化残さ、容器包装以外のプラスチック類の資源化

残さ 

(2) 炉形式 

全連続式ストーカ炉 

(3) 処理能力 

７１ｔ×２炉＝１４２t/日 

（うち災害廃棄物（災害に伴い発生する木くずや粗大ご

み（可燃性、不燃性））の処理として１０．５ｔ／日を見

込む。） 

(4) その他 

高効率ごみ発電施設の要件を満たすこと。 

リサイクルセンター (1) 破砕・選別系列 

ア 対象廃棄物 

【破砕・選別対象】 

・ 本市及び三芳町から発生する、粗大ごみ（可燃性又

は不燃性）、もやさないごみ、使い捨てライター 

・ 本市及び三芳町から発生する、容器包装以外のプラ

スチック類 

【資源物選別対象】 

・ 本市及び三芳町から発生する、かん 

イ 処理能力 

２１．０ｔ／日（５ｈ） 

※内訳 

・ 粗大ごみ（可燃性又は不燃性）、もやさないごみ類

１８．０ｔ／日（５ｈ） 

・ 容器包装以外のプラスチック類 

２．０ｔ／日（５ｈ） 

・ かん 

   １．０ｔ／日（５ｈ） 

(2) 積替系列 

ア 対象廃棄物 

本市及び三芳町から発生する、ペットボトル、容器包装

プラスチック類 

イ 処理能力 



 

4 

施設名 内容 

１２．６ｔ／日 

(3) 保管系列 

ア 対象廃棄物 

【直接保管】 

・ 本市及び三芳町から発生する、有害ごみ（乾電池、

蛍光管、かがみ、体温計など）、びん、古紙類 

【処理後保管】 

・ 粗大ごみ・もやさないごみ処理系列から発生する可

燃物、不燃物、鉄類、アルミ類 

・ 容器包装以外のプラスチック類処理系列から発生す

る破砕物 

・ かん処理系列から回収される圧縮・成形かん 

イ 処理能力 

７．９ｔ／日 

計量施設 本施設への搬入ごみ及び搬出物（焼却主灰、焼却飛灰、資

源物、処理不適物及び薬剤等）の計量を行う施設 

管理・啓発施設 施設の管理・運営上の一般事務を行う施設及び来場者に向

けた環境啓発を行う施設 

余熱利用施設1) 熱回収施設から発生する熱エネルギーを活用した温浴機能

を主体とし、子どもから高齢者まで幅広い利用者に対して、

「ふれあい・交流・健康増進」の場を提供する施設 

 

イ 解体撤去する施設 

施設名 内容 

老人福祉センター (1) 建築構造  ＲＣ造 

(2) 基礎構造  ＰＣ杭、コンクリート造 

(3) 施設階数  地上２階、地下１階 

(4) 敷地面積  ２，９９４㎡ 

(5) 建築面積  １，０６０㎡ 

(6) 延床面積  １，５２１㎡  

 

５ 事業期間 

(1) 特定事業契約の締結 

平成２５年３月 

 

(2) 施設整備期間 

ア 熱回収施設、リサイクルセンター、計量施設及び管理・啓発施設の設計・建設期間 

平成２５年４月から平成２８年３月までの３年間 

 

                             
1) 余熱利用施設について、本市は、基本的には既存の老人福祉センターが有する温浴機能及び交流

機能等を代替する施設という位置づけではあるが、余熱利用施設は、年齢・性別問わず多くの人

が利用する施設として整備する観点から、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３

に規定する老人福祉施設として位置づけるものではない。 
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イ 余熱利用施設の設計・建設期間 

平成２５年４月から平成２６年５月までの間に実施すること。 

 

ウ 老人福祉センターの解体・撤去期間 

平成２５年１２月から平成２８年３月までの２年４ヶ月とする。 

なお、事業者は、老人福祉センターの休止期間（６ヶ月間を標準とする）が短縮される

よう、余熱利用施設の完成時期を考慮のうえ、当該施設の解体・撤去を行うこと。 

 

年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

・・・

運営期間

運営期間

運営期間（平成26年6月以前に運営を開始することも可とする。）
余熱利用施設の整備・
運営

老人福祉センターの解
体・撤去

平成42年度

・・・

・・・平成26年度 平成27年度

計量施設及び管理・啓
発施設の整備・運営

運営期間

平成28年度

熱回収施設の整備・運
営

平成25年度

リサイクルセンターの整
備・運営

設計・建設期間

設計・建設期間

解体・撤去期間

設計・建設期間

設計・建設期間

 

 

(3) 運営期間 

平成２８年４月から平成４３年３月までの１５年間 

（余熱利用施設は平成２６年６月から平成４３年３月までの１６年１０ヶ月を標準とする。

なお、これ以前に運営を開始することも可とする。） 

 

６ 事業方式 

本事業は、ＤＢＯ（Design（設計）－Build（建設）－Operate（運営））方式により実施す

る。 

落札者の構成員及びＳＰＣ（落札者の構成員が株主として出資設立する特別目的会社）を選

定事業者（以下「事業者」という。）として、本市の所有となる本施設の設計、建設及び運営

に係る業務を一括して委ねるものとする。 

 

７ 事業範囲 

(1) 事業者が行う業務 

事業者が行う業務の範囲は次のとおりとする。 

ア 設計業務 
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(ｱ) 本施設の設計 

(ｲ) 測量、地質等の本市が提示する調査結果以外に必要となる事前調査 

(ｳ) 本市の循環型社会形成推進交付金（以下「交付金」という。）申請支援 

(ｴ) 住民説明会等の支援（説明会資料の作成支援を含む） 

(ｵ) 本市が行う許認可申請支援等 

(ｶ) その他関連業務 

 

イ 建設業務 

(ｱ) 本施設の建設 

(ｲ）造成工事 

(ｳ) 付替道路の工事（市道５７４号） 

(ｴ) 井水管工事 

(ｵ) 防災調整池工事 

(ｶ) 外構工事(駐車場、構内道路、イベントスペース、植栽、屋外便所、門、囲障等)  

(ｷ) その他関連業務（建設工事に係る許認可申請等） 

 

ウ 運営業務 

(ｱ) 受付管理業務 

(ｲ) 運転管理業務 

(ｳ) 維持管理業務（管理・啓発施設の補修業務等を含む） 

(ｴ) 環境管理業務 

(ｵ) 情報管理業務 

(ｶ) 余熱利用施設の管理・運営業務（余熱利用施設への送迎バスの運行を含む） 

(ｷ) 本施設の見学者対応（行政視察以外） 

(ｸ) その他関連業務（運営業務に係る許認可申請（関連機関との協議を含む）等） 

 

エ 解体・撤去業務 

(ｱ) 老人福祉センターの解体・撤去 

(ｲ) その他関連業務（解体・撤去工事に伴う調査等） 

 

なお、本市は、余熱利用施設を地方自治法第２４４条の規定による公の施設とし、ＳＰ

Ｃを地方自治法第２４４条の２第３項の規定による指定管理者として指定する予定である。 

 

(2) 本市が行う業務 

本市が行う業務の範囲は次のとおりとする。 

ア 設計・建設に関する業務 
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(ｱ) 用地の確保 

(ｲ) 住民同意の取得、住民対応（本市が行うべきもの） 

(ｳ) 生活環境影響調査 

(ｴ) 本施設の交付金申請手続 

(ｵ) 施設設置届等の許認可申請 

(ｶ) 設計・施工監理 

(ｷ) その他これらを実施する上で必要な業務 

 

イ 運営に関する業務 

(ｱ) 住民対応（本市が行うべきもの） 

(ｲ) 運営モニタリング 

(ｳ) 本施設への一般廃棄物の搬入 

(ｴ) 焼却主灰及び焼却飛灰の運搬、資源化並びに不燃残さ、搬入禁止物及び処理不適物の

運搬、処分 

(ｵ) 資源化物の運搬、資源化 

(ｶ) 本施設の見学者対応 

(ｷ) 管理・啓発施設の運営  

(ｸ) その他これらを実施する上で必要な業務 

 

ウ 老人福祉センターの解体・撤去に関する業務 

(ｱ) 住民対応（本市が行うべきもの） 

(ｲ) 解体工事監理 

(ｳ) 許認可申請手続 

(ｴ) その他これらを実施する上で必要な業務 

 

(3) 事業者の収入 

本事業における事業者の収入は、以下の対価から構成される。 

ア 本施設の整備及び老人福祉センターの解体・撤去に係る対価 

本市は、本施設の設計業務及び建設業務（付替道路の工事及び井水管工事を含む）並び

に老人福祉センターの解体・撤去業務に係る対価について、施設整備費として建設ＪＶ等

に支払う。支払いは、基本的に出来高に応じて支払うものとする。 

 

イ 熱回収施設及びリサイクルセンターの運営業務に係る対価 

本市は、熱回収施設及びリサイクルセンターの運営業務に係る対価を、委託料として運

営期間にわたってＳＰＣに支払う。委託料は、平成２８年度第１四半期分（平成２８年４

月１日～平成２８年６月末日）を初回、平成２８年度第２四半期分（平成２８年７月１日
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～平成２８年９月末日）を第２回として、以後年４回、平成４２年度第４四半期分（平成

４３年１月１日～平成４３年３月末日）までの計８０回支払われるものとする。委託料は、

一定範囲の物価変動があった場合に、年に１回改定することができるものとする。 

なお、委託料は、固定費と変動費（廃棄物搬入量に応じて変動）で構成されるものとす

る。 

 

ウ 余熱利用施設の運営業務に係る対価 

本市は、余熱利用施設の運営業務に係る対価を、委託料として運営期間にわたってＳＰ

Ｃに支払う。委託料は、事業者が提案した供用開始日に該当する四半期を初回とし、平成

４２年度第４四半期分（平成４３年１月１日～平成４３年３月末日）まで支払われるもの

とする。委託料は、一定範囲の物価変動があった場合に、年に１回改定することができる

ものとする。 

なお、委託料は固定費で構成されるほか、本市は別途減免補填額を事業者に支払うもの

とする。また、施設の利用料金については、事業者の収入とする。 

 

事業者の収入の具体的な内容を、添付資料１に示す。 

 

(4) 売電収入の扱い 

熱回収施設で発生する熱エネルギーについては、本施設内で有効利用を図るものとする。

発電による電力は、まず施設内で使用し、余剰の電力については電気事業者へ売電する。 

なお、売電収入は全て本市に帰属するものとする。 

 

(5) 本市が適用を予定している交付金について 

本市は本事業の実施に関して、交付金の適用を予定している。交付金の申請等の手続きは

本市において行うが、事業者は申請手続きに必要な書類の作成等について本市を支援するも

のとする。 
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８ 事業者の募集及び選定スケジュール（予定） 

事業者の募集および選定にあたっては、総合評価一般競争入札方式により行う。 

本事業における事業者の募集及び選定スケジュール（予定）は、次のとおりとする。 

平成２４年４月２７日（金） 入札公告、入札説明書等の公表 

平成２４年５月１５日（火） 入札説明書等に対する説明会及び現地見学会 

平成２４年５月２８日（月） 

～平成２４年６月１日（金） 
入札説明書等に関する第一回質問受付 

平成２４年６月２２日（金） 入札説明書等に関する第一回質問回答の公表 

平成２４年７月２日（月） 参加表明書、資格審査申請書類受付 

平成２４年７月９日（月） 資格審査結果の通知 

平成２４年７月１７日（火） 提案書概要版の提出 

平成２４年７月２５日（水）、

２６日（水） 
提案書概要版に関するヒアリングの実施 

平成２４年８月１日（水）～ 

平成２４年８月７日（火） 
入札説明書等に関する第二回質問受付 

平成２４年８月２７日（月） 入札説明書等に関する第二回質問回答の公表 

平成２４年１０月１日（月） 入札及び提案書の受付 

平成２４年１２月中旬 落札者の決定及び公表 

平成２４年１２月下旬 基本協定締結 

平成２５年１月下旬 仮契約締結 

平成２５年２月上旬 客観的評価の公表 

平成２５年３月上旬 特定事業契約締結 

 

９ 法令等の遵守 

本市及び事業者は本事業を実施するに当たり、ＰＦＩ法、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律、必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。 
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第３ 入札参加に関する条件等 

１ 入札参加者の構成等 

入札参加者の構成等は次のとおりとする。 

(1) 入札参加者は、設計企業、建設企業及び本施設の運営を行う者（以下「運営企業」とい

う。）を含む企業グループ（ある企業が複数の役割を兼任することは可能である。）により

構成されるものとする。入札参加者を構成する企業数の上限は任意とする。入札参加者は、

入札参加者を代表し、本市との交渉窓口となる企業１社を「代表企業」として定める。 

なお、入札参加者は、参加表明時に企業名を表明する必要がある。 

 

(2) 参加表明書提出以降、入札参加者の構成員の変更は原則として認めない。ただし、代表企

業以外の構成員について、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行う。 

 

(3) 入札参加者の構成員（参加表明書提出以降、本市がやむを得ない事情と認めた場合に入札

参加者から脱退した構成員を含む）は、他の入札参加者の構成員及び事業者から直接の工事

請負者又は業務受託者になることはできない。 

 

２ 入札参加者の資格要件 

入札参加者の構成員は、次の参加資格要件を満たすものとする。 

(1) 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

 

(2) 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。 

 

(3) 構成員の役割に応じて、本市の競争入札の参加資格を有していること（平成２３・２４年

度ふじみ野市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること）。 

役割別の入札参加資格は、次のとおりとする。 

 

主たる業務を行う企業 登録業種 

設計企業 建設コンサルタント又は建築関連コンサルタント 

建設企業（建屋） 建築工事業 

建設企業（プラント） 清掃施設工事業 

運営企業 清掃施設工事業又は一般業務 

その他企業 役割に合致したものであること 

 

なお、本市の競争入札の参加資格を有していない者で、本入札に参加を希望する者にあっ

ては、次のとおり、本入札に限り有効な入札参加資格審査を受けることができ、本入札に参
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加させることが適当であると認められた者にあっては、当該資格を有している者として取り

扱う。 

ア 受付期間 

平成２４年５月２３日（水）から平成２４年５月２５日（金）まで 

イ 手続方法 

本審査は、本市が独自に行うものであるため、埼玉県電子入札共同システムは使用しな

い。手続きの詳細は、本市の公式 Web サイトにおいて示す。 

http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/environmen/dust/koiki/jigyo.html 

 

(4) 設計を行う者の要件 

設計企業は、次のアからエの要件を全て満たしていること。 

なお、複数の企業が設計企業となる場合は、当該複数の企業で次のアからエの要件を全て

満たすものとし、各々の企業は次のアからエのいずれかの要件を満たしていること。 

ア 建屋の設計を実施する企業にあっては、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３

条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 

 

イ 熱回収施設のプラントの設計を実施する企業にあっては、地方公共団体の一般廃棄物処

理施設について、以下の要件を全て満たしたストーカ方式の設計実績を１件以上有するこ

と。 

(ｱ) 平成１２年４月以降に竣工した、全連続式ストーカ炉１００ｔ／日以上（５０ｔ／日

以上×２炉）に関する設計実績 

(ｲ) １炉１系列当たり９０日連続安定稼動の実績 

(ｳ) ボイラータービン式の発電設備付きかつ２炉以上構成の設計実績 

 

ウ リサイクルセンターのプラントの設計を実施する企業にあっては、地方公共団体の一般

廃棄物処理施設について、破砕設備、磁力選別設備及びアルミ選別設備を有した施設の設

計実績を１件以上有すること。 

 

エ 余熱利用施設の設計を実施する企業にあっては、平成１３年４月以降に、元請けとして、

延床面積１，６００㎡以上の公衆浴場（公衆浴場法第１条第１項で規定するもののうち、

主に利用者の健康増進を目的としたものであること。）の新築の実施設計実績を１件以上

有すること。 

なお、スポーツ施設等に併設されるものについては、当該施設全体の延床面積が１，６

００㎡以上であれば実績として認める。 
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(5) 建設を行う者の要件 

建設企業は、次のアからエの要件を全て満たしていること。 

なお、複数の企業が建設企業となる場合は、当該複数の企業で次のアからエの要件を全て

満たすものとし、各々の企業は次のアからエのいずれかの要件を満たしていること。 

ア 建屋の建設を実施する企業にあっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条

第１項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受け、建設業法に規定する建

築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評点が参加表明書の提出日において１，４００

点以上であること。 

 

イ 熱回収施設のプラントの建設を実施する企業にあっては、建設業法第３条第１項の規定

による清掃施設工事の特定建設業の許可を受け、建設業法に規定する清掃施設工事に係る

経営事項審査結果の総合評点が参加表明書の提出日において９９１点以上であること。さ

らに、地方公共団体の一般廃棄物処理施設について以下の要件を全て満たしたストーカ方

式の建設実績を１件以上有すること。 

(ｱ) 平成１２年４月以降に竣工した全連続式ストーカ炉１００ｔ／日以上（５０ｔ／日以

上×２炉）に関する建設実績 

(ｲ) １炉１系列当たり９０日連続安定稼動の実績 

(ｳ) ボイラータービン式の発電設備付きかつ２炉以上構成の建設実績 

 

ウ リサイクルセンターのプラントの建設を実施する企業にあっては、建設業法第３条第１

項の規定による清掃施設工事の特定建設業の許可を受け、建設業法に規定する清掃施設工

事に係る経営事項審査結果の総合評点が参加表明書の提出日において９９１点以上である

こと。さらに、地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、破砕設備、磁力選別設備及

びアルミ選別設備を有した施設の建設実績を１件以上有すること。 

 

エ 余熱利用施設の建設を実施する企業にあっては、建設業法第３条第１項の規定による建

築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評点が参加表明書の提出日において１，４００

点以上であること。 

 

(6) 運営企業のうち、熱回収施設及びリサイクルセンターの運営を行う者の要件 

運営企業のうち、熱回収施設及びリサイクルセンターの運営を行う企業は、次のアからウ

の要件を全て満たしていること。 

なお、複数の企業が運営企業となる場合は、当該複数の企業で次のアからウの要件を全て

満たすものとし、各々の企業は次のアとイ、又はアとウの要件を満たしていること。 

ア 廃棄物中間処理施設の運転管理に直接起因し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号）に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
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行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者でないこと。 

 

イ 熱回収施設のプラントの運営を実施する企業にあっては、以下の要件を満たすこと。 

(ｱ) 地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、全連続式ストーカ炉の運転実績を１件

以上有すること。 

(ｲ) 廃棄物処理施設技術管理者と成りえる資格を有し、一般廃棄物を対象とした焼却施設

の現場総括責任者としての経験を有する技術者を、本事業の現場総括責任者として運営

開始後２年間以上配置できること。 

なお、現場総括責任者を変更する場合は、本条件を有することを示したうえで本市の

承諾を受けること。 

 

ウ リサイクルセンターのプラントの運営を実施する企業にあっては、地方公共団体の一般

廃棄物処理施設について、破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有した施設の運転

実績を１件以上有すること。 

 

(7) 運営企業のうち、本施設の余熱利用施設の運営を行う者の要件 

運営企業のうち、本施設の余熱利用施設の運営を行う者は、平成１３年４月以降に、公衆

浴場（公衆浴場法第１条第１項で規定するもののうち、主に利用者の健康増進を目的とした

ものであること。）について１年以上の運営実績を有していること。 

 

３ 入札参加者の構成企業の制限 

次に該当する者は、入札参加者の構成員となることはできない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。 

 

(2) ふじみ野市の契約に係る入札参加停止等措置要綱（平成２２年ふじみ野市告示第２５０

号）に基づく入札参加停止の措置を受けている者。 

 

(3) 法人でない者。 

 

(4) 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況

が著しく不健全であると認められる者。 

 

(5) 会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条に

よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条の規定に基づく整理開始の申立て

若しくは通告の事実がある者。 
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(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始、民事再生法（平成１１

年法律２２５号）に基づく再生手続開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破

産の申立てをし、又は申立てがなされている者及びこれらの手続中である者。 

 

(7) 清算中の株式会社である事業者について、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく特

別清算開始命令がなされている者。 

 

(8) 国税（法人税、消費税及び地方消費税）について未納がある者。また、参加表明書の提出

日直前１年分の法人市民税（ふじみ野市内に営業所を有する場合等に限る。）について未納

がある者。 

 

(9) 監督官庁の営業停止処分を受けている者。 

 

(10) ふじみ野市の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成１８年ふじみ野市告示第２８４号）に

基づく入札参加除外の措置を受けている者。 

 

(11) 次に示す者と資本面及び人事面において関連がある者。 

ア 本市が設置する「広域ごみ処理施設整備・運営事業者選定審査委員会」（以下「審査委

員会」という。）の委員及び委員が属する企業 

 

イ アドバイザリー業務委託受託者 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 

※「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の１００分の５０

を超える株式を有し、又はその出資総額の１００分の５０を超える出資をしている者

をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼

ねている者をいう。 

 

４ 参加資格の確認 

参加資格の確認は、参加表明書の提出日とする。ただし、参加資格確認後、契約締結までの

期間に、入札参加者の構成員が上記要件を欠くような事態が生じた場合には、当該入札参加者

は失格とする。 

 

５ ＳＰＣの設立に関する要件 

(1) 落札者は、仮契約締結までにＳＰＣをふじみ野市内に設立すること。 

 

(2) 落札者の全ての構成員は、ＳＰＣに対して出資を行うものとし、それ以外による出資は認
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めない。また、代表企業が所有する議決権割合は、出資者間で最大となるものとすること。

なお、出資金額の合計は２億円以上とし、運営期間中これを維持するものとする。ＳＰＣ設

立から供用開始までの出資金額は任意とする。 

 

(3) 全ての出資者は、特定事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有するものとし、本市の

事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行って

はならない。 

 

６ 設計額及び予定価格の公表 

   本市は、本事業に係る費用を、２０，１５９，３９８，０００円（消費税及び地方消費税を

含まない。）と設計・積算し、予定価格を次のとおり公表する。 

 

   予定価格 ２０，１５９，３９８，０００円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

 

なお、予定価格を構成する運営費は、１０，６７５，００４，０００円（消費税及び地方消

費税を含まない。）であり、入札参加者は、予定価格及び運営費の上限の範囲内で提案するこ

と。 
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第４ 事業者の選定 

 

１ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定方法 

本事業は、設計・建設段階から運営段階の各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的な

サービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の決定方法については、入札価格

のほか、設計、建設及び運営等の提案内容並びに本市の要求水準との適合性並びに資金計画

及びリスク分担を含む事業計画の妥当性、確実性等の各面から総合的に評価する方式を採用

する。 

本市は、予定価格及び運営費の制限の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水

準を満たしている提案をした入札参加者の中から、上記の方法をもって落札者を決定する。 

 

  (2) 低入札価格調査基準価格 

    設定する。 

 

  (3) 最低制限価格 

    設定しない。 

 

(4) 提案書の審査 

入札参加者から提出された提案書は、審査委員会において、落札者決定基準に基づき審査

を行い、最優秀提案者を選定する。審査委員会は、次の６名の委員で構成される。 

委 員 長 根本 祐二  （東洋大学経済学部教授） 

副委員長 荒井 喜久雄 （社団法人全国都市清掃会議技術部長） 

委  員 曽根 陽子  （前日本大学生産工学部教授） 

委  員 横田  勇  （静岡県立大学名誉教授） 

委  員 渋谷 弘次  （ふじみ野市総務部長） 

委  員 永瀬 牧夫  （三芳町財務課長） 

 

なお、本事業の落札者決定までの間に、事業者選定に関して、入札参加者やそれと同一と

判断される団体等が、審査委員会委員に面談を求めたり、入札参加者のＰＲ書類等を提出す

ることにより、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場

合は失格とする。 

 

(5) 落札者の決定 

本市は、審査委員会による最優秀提案者の選定結果を踏まえて、落札者を決定する。 
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(6) 審査結果の通知及び公表 

審査結果は、落札者決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、本市の公式

Web サイトにおいて公表する。電話等による問合せには応じない。 

なお、ＰＦＩ法第８条に規定する客観的評価については、落札者との基本協定締結後に公

表する。 

 

(7) 落札者を決定しない場合 

本市は、事業者の募集、評価及び落札者の選定において、入札参加者がいない、あるいは、

いずれの入札参加者も公的財政負担の縮減等の達成が見込めない等の理由により、本事業を

実施することが適当でないと判断した場合には、落札者を決定せず、特定事業の選定を取り

消すこととし、その旨を速やかに公表する。 

 

２ 契約手続等 

(1) 基本協定の締結 

落札者と本市は、速やかに契約の締結に関して、基本協定書（案）について合意し基本協

定を締結するとともに、基本仮契約書（案）、建設工事請負仮契約書（案）及び運営業務委

託仮契約書（案）に基づき契約手続を行う。 

 

(2) ＳＰＣの設立 

落札者は、仮契約締結までに、前記第３－５に規定するＳＰＣを設立すること。 

 

(3) 契約の締結 

本市は、落札者と基本契約、建設ＪＶ等と建設工事請負契約、ＳＰＣと運営業務委託契約

についての各々の仮契約を締結する。 

これら仮契約は、本市議会の議決等を得ることにより各々正式の本契約となる。 

なお、この議会において、本事業に関する公の施設の設置条例の制定及び指定管理者の指

定に関する議案を併せて提出することを予定している。 

 

(4) 契約を締結しない場合 

落札者決定日の翌日から特定事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者

の構成企業が入札参加資格を欠くに至った場合、本市は落札者と特定事業契約を締結しない

場合がある。この場合において、本市は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとす

る。 

落札者と特定事業契約を締結しない場合、本市は、審査委員会での総合評価値の高い者か

ら順に、契約交渉を行う場合がある。 
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(5) 費用の負担 

契約書の作成に要する費用は、事業者の負担とする。 

 

(6) 契約保証金 

ア 設計・建設期間における保証 

建設ＪＶ等は、契約保証金納付期間内に契約金額の１００分の１０以上（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額）の契約保証金を納付するこ

と。 

ただし、ふじみ野市契約規則（平成１７年ふじみ野市規則第６０号）第２２条の規定に

該当する場合は、免除とする。 

 

イ 運営期間における保証 

ＳＰＣは、各事業年度の開始日までに年間委託料の１００分の１０以上（当該金額に１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額）の契約保証金を納付するこ

と。 

ただし、ふじみ野市契約規則第２２条の規定に該当する場合は、免除とする。 
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第５ 入札の手続等 

 

１ 入札の手続 

(1) 入札公告（入札説明書等の公表） 

本市は、平成２４年４月２７日に入札公告を行い、入札説明書、要求水準書、落札者決定

基準、様式集及び特定事業契約書（案）を本市の公式 Web サイトにおいて公表する。 

 

(2) 入札説明書等に対する説明会及び現地見学会 

入札説明書等に対する説明会及び現地見学会を次のとおり開催する。なお、説明会及び現

地見学会において、入札説明書等の配布は行わないので、参加者各自で用意すること。 

ア 説明会 

(ｱ) 日時：平成２４年５月１５日（火）午前１０時から正午まで 

(ｲ) 場所：ふじみ野市役所本庁舎５階大会議室 

 

イ 現地見学会（老人福祉センターの見学含む） 

(ｱ) 日時：平成２４年５月１５日（火）午後２時から午後３時まで 

(ｲ) 場所：埼玉県ふじみ野市駒林字北伊佐島１０９３－３外（現地） 

※午後２時に現地集合すること。原則として雨天決行 

 

説明会及び現地見学会の参加者は、別紙１（Microsoft Excel 形式）に記入の上、平成２

４年５月１１日（金）午後５時までに、電子メールに記入済みの同様式のファイルを添付

し、ふじみ野市市民生活部広域ごみ処理施設建設室に送信して提出することとする。 

なお、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。 

○Ｅメール：koikigomi@city.fujimino.saitama.jp 

○電話番号：０４９－２６２－９０２７ 

 

その他、建設用地平面図（CAD データ）の配布を希望する者は、現地見学会の参加申込時に、

その旨を電子メールにて伝えること。 

 

(3) 入札説明書等に関する質問受付 

入札説明書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。 

ア 提出方法 

入札説明書等に関する質問がある場合は、別紙２（Microsoft Excel 形式）に必要事項を

記入のうえ、電子メールにより本市に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による質

問は受け付けない。 

なお、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。 



 

20 

 

イ 受付期間 

(ｱ) 第１回：平成２４年５月２８日（月）から６月１日（金）午後５時まで 

(ｲ) 第２回：平成２４年８月１日（水）から８月７日（火）午後５時まで 

 

なお、第２回の質問については、下記(6)の参加資格確認を受けた入札参加者の代表企業

のみ質問を提出することができるものとする。 

 

(4) 入札説明書等に関する質問への回答書の公表 

入札説明書等に関する第１回質問への回答は平成２４年６月２２日（金）より、また、第

２回質問への回答は平成２４年８月２７日（月）より、本市の公式 Web サイトにおいて公表

する。ただし、提出者名は公表しない。 

 

(5) 参加表明書及び資格審査申請書類の提出 

本入札に参加を希望する者は、次により参加表明書及び資格審査申請書類の提出を行うこ

と。提出日に資格審査申請書等を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、入札

に参加することができない。 

参加表明書及び参加資格申請書類を確認後、本市は受領書を発行する。 

ア 提出書類 

後記「第６ 提出書類」に示すとおりとする。 

 

イ 提出方法 

持参による。 

 

ウ 提出場所 

下記(15)に同じ。 

 

エ 提出日 

平成２４年７月２日（月）午前９時から午後５時までの間の市が指定する時間 

※参加表明書及び資格審査申請書類の提出を行う者は、平成２４年６月２９日（金）午

後３時までに、提出する旨を本市へ電話にて連絡すること（連絡は代表企業代表者又

は復代理人が行うこと）。本市は、同日午後５時までに、連絡のあった者に受付時間

を通知する。 

 

(6) 参加資格確認結果の通知 

参加資格確認結果は、資格審査申請を行った入札参加者の代表企業に対して、平成２４年
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７月９日（月）までに書面にて通知する。この際、提案者番号等を併せて通知するので、提

案書の作成に用いること。 

なお、参加資格を有すると認められた者の企業名及び企業数等については公表しない。 

 

(7) 参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

参加資格確認結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加者は、本市に対し

て参加資格がないと認めた理由について、次のとおり、書面（様式自由。ただし代表企業の

代表者印を要する。）を提出することにより、説明を求めることができる。 

本市は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加者の代表企業に対して、平成２

４年７月２０日（金）までに書面により回答する。 

ア 提出期限 

平成２４年７月１３日（金）午後５時まで 

 

イ 提出方法 

持参による。 

 

ウ 提出場所 

下記(15)に同じ。 

 

(8) 提案書概要版の提出 

参加資格確認結果の通知により、参加資格が認められた入札参加者に対して、本市は、本

事業に関する理解度を確認する観点から、提案書概要版の提出を求める。提案書概要版は次

のとおり受け付ける。 

提出書類を確認後、本市は受領書を発行する。 

ア 提出書類 

後記「第６ 提出書類」に示すとおりとする。 

 

イ 提出方法 

持参による。 

 

ウ 提出場所 

下記(15)に同じ。 

 

エ 提出日 

平成２４年７月１７日（火）午前９時から午後５時までの間の市が指定する時間 

※提案書概要版の提出を行う者は、平成２４年７月１３日（金）午後３時までに、提出
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する旨を本市へ電話にて連絡すること（連絡は代表企業代表者又は復代理人が行うこ

と）。本市は、同日午後５時までに、連絡のあった者に受付時間を通知する。 

 

(9) 提案書概要版に関するヒアリングの実施 

本市は、平成２４年７月２５日（水）又は２６日（木）のうち本市が指定する日に、提出

された提案書概要版をもとに入札参加者に対するヒアリングを実施する。時間、場所につい

ては、追って通知する。 

 

(10) 入札の辞退 

参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が、入札を辞退する場合は、入札書類提出

日までに、入札辞退届（様式第 6号）を提出すること。 

なお、入札を辞退した場合に、今後、本市の行う業務において、不利益な取扱いをされる

ことはない。 

 

(11) 参加資格確認日以降の取扱い 

前記第３－４を参照すること。 

 

(12) 提案書の提出 

参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、後記「第６ 提出書類」に示す入札提

出書類（提案書）を次のとおり提出すること。提出は、代表企業が行うこと。 

なお、代理人が提出する場合は委任状（入札）（様式第 10 号）を、当日持参すること。 

提出書類を確認後、本市は受領書を発行する。 

ア 提出日 

平成２４年１０月１日（月）午前９時から午後５時までの間の市が指定する時間 

※提案書の提出を行う者は、平成２４年９月２８日（金）午後３時までに、提出する旨

を本市へ電話にて連絡すること（連絡は代表企業代表者又は復代理人が行うこと）。

本市は、同日午後５時までに、連絡のあった者に受付時間を通知する。 

 

イ 提出方法 

持参による。 

 

ウ 提出先 

下記(15)に同じ。 

 

エ 提出書類 

後記「第６ 提出書類」に示すとおりとする。 
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(13) 提案書に関するヒアリングの実施 

本市は、平成２４年１２月中旬に、提案内容の確認のためにヒアリングを実施する場合が

ある。時間及び場所については、追って通知する。 

   

(14) 開札 

開札は、入札参加者又はその代理人の立会いの上で行うものとし、入札参加者又はその代

理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。 

なお、代理人が開札に立会う場合は、委任状（開札）（様式第 11 号）を、当日持参するこ

と。 

ア 日時 

平成２４年１２月中旬 

※時間については追って通知する。 

 

イ 場所 

埼玉県ふじみ野市上福岡１－１－１ 

ふじみ野市役所内 

 

(15) 本事業を担当する課 

〒３５６－８５０１ 

埼玉県ふじみ野市上福岡１－１－１ 

ふじみ野市 市民生活部 広域ごみ処理施設建設室 

電話   ０４９－２６２－９０２７ 

ＦＡＸ  ０４９－２６３－６１１１ 

E-mail  koikigomi@city.fujimino.saitama.jp 

本市の公式 Web サイト 

http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/environmen/dust/koiki/jigyo.html 

 

２ 入札参加に関する留意事項 

(1) 公正な入札の確保 

入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に抵触することのないように留意すること。また、入札参加者は、本入札説明書に定

めるもののほか、ふじみ野市契約規則その他関係法令を遵守すること。 

 

(2) 入札書類の書換え等の禁止 
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入札参加者は、提出日以降における入札書及び入札書類の差し換え及び再提出をすること

ができない。 

 

(3) 入札の延期等 

ア 公正に入札を執行できないと認められる場合又はそのおそれがある場合は、入札の執行

を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

イ 入札参加者が１者であった場合であっても、落札者決定基準に基づき審査を行う。 

 

(4) 入札の無効 

次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 入札説明書に示した参加資格のない者のした入札 

 

イ 資格審査申請書並びに入札書類等に虚偽の記載をした者のした入札 

 

ウ ふじみ野市契約規則第 14 条において無効と定める入札 

 

(5) 費用の負担 

入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。 

 

(6) 使用言語、単位及び通貨 

入札に関して使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

(7) 入札書類の取り扱い 

ア 著作権 

入札書類の著作権は入札参加者に帰属する。 

 

イ 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づい

て保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、運営方法

等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。 

 

ウ 入札書類の使用等 

提出された入札書類は、民間事業者の選定に関わる公表等以外に入札参加者に無断で使

用しない。公表、展示、その他市が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、本市

はこれを無償で使用することができるものとする。 

なお、提出された入札書類は返却しない。 
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(8) 本市の提供する資料の取り扱い 

入札参加者（入札までに辞退したものを含む）は、本市が提供する資料を、本入札に係る

検討以外の目的で使用することはできない。 

 

(9) 入札保証金 

入札保証金は、ふじみ野市契約規則の特例を定める規則（平成２４年ふじみ野市規則第４

６号）第２条の規定に基づき免除する。 
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第６ 提出書類 

 

１ 参加表明・資格審査申請時の提出書類 

参加表明及び資格審査申請時は、次の提出書類をまとめて１部提出すること。 

(1) 参加表明書 （様式第 1号） 

(2) 構成員一覧表 （様式第 2号） 

(3) 委任状（代表企業） （様式第 3号） 

(4) 委任状（復代理人） （様式第 4号） 

(5) 参加資格申請書 （様式第 5号） 

(6) 添付書類 

ア 会社概要（各構成員） １部  

イ 連結決算の貸借対照表（各構成員の直近３年） １部 

ウ 連結決算の損益計算書（各構成員の直近３年） １部 

エ 納税証明書（法人税、消費税、地方消費税及び法人市民税） １部 

※エの発行日は、入札公告日から参加資格審査申請書類の提出日までのものとする。 

なお、ふじみ野市内に営業所を有しない場合は、法人市民税に係る納税証明書は不要。 

 

２ 提案書概要版の提出書類 

提案書概要版の内容は次のとおりとし、正本１部、副本１５部を提出すること。 

なお、様式は任意とする。 

(1) 工事工程表   Ａ３版１枚以内 

(2) 施設配置図   Ａ３版１枚以内 

(3) 車両動線図（車両、見学者） Ａ３版１枚以内 

(4) 見学者動線図（工場棟及び管理・啓発施設内） Ａ３版１枚以内 

(5) 熱回収施設、リサイクルセンター関係図面 

ア 施設平面図     Ａ３版２枚（１階、２階のみ） 

イ 立面図 （東西南北）    Ａ３版４枚以内 

ウ 機器配置断面図 Ａ３版２枚以内 

(6) 管理・啓発施設、余熱利用施設の主要諸室表         Ａ３版２枚以内 

計画室名、面積、設置階、用途について、表形式にて記載すること。 

 

３ 入札辞退時の提出書類 

入札辞退時は、次の書類を 1部提出すること。 

入札辞退届 （様式第 6号） 
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４ 入札・提案書提出書類 

入札書及び提案書提出時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。 

 
 

提出書類 部数 

入札書類 １部 

事業全体の基本的内容に関する提案書 

設計・建設業務に関する提案書 

運営業務に関する提案書 
提案書 

事業計画に関する提案書 

各２５部 

（正本 1部、副本２４部）

設計図書 ２５部 

（正本 1部、副本２４部）

設計仕様書 ２５部 

（正本 1部、副本２４部）

提案書の電子データ CD-R で２部 
 
 

 

(1) 入札書類 

ア 入札書類提出書 （様式第 7号） 

イ 入札書 （様式第 8号） 

ウ 施設整備費内訳書 （様式第 9号） 

エ 要求水準に関する確認書 （様式第 12 号） 

 

 (2) 事業全体の基本的内容に関する提案書 

ア 本事業の基本的な考え方 （様式第 13-1 号） 

イ 本事業の実施体制 （様式第 13-2 号） 

 

(3) 設計・建設業務に関する提案書 

ア プラント設計 （様式第 14-1 号） 

イ 建築設計 （様式第 14-2 号） 

ウ 景観・配置計画 （様式第 14-3 号） 

エ 環境啓発・来場者対応 （様式第 14-4 号） 

オ 環境負荷の低減 （様式第 14-5 号） 

カ 災害対策 （様式第 14-6 号） 

キ 高効率ごみ発電 （様式第 14-7 号） 

ク 施工計画                       （様式第 14-8 号） 

 

(4) 運営業務に関する提案書 

ア 運転管理 （様式第 15-1 号） 



 

28 

イ 維持管理 （様式第 15-2 号） 

ウ 環境管理 （様式第 15-3 号） 

エ 余熱利用施設の管理・運営 （様式第 15-4 号） 

オ ふじみ野市との協働 （様式第 15-5 号） 

カ 委託料内訳等 （様式第 15-6 号） 

 

(5) 事業計画に関する提案書 

ア 長期収支の安定性 （様式第 16-1 号） 

イ リスク管理 （様式第 16-2 号） 

ウ 地域や社会への貢献 （様式第 16-3 号） 

エ 長期収支計画等 （様式第 16-4 号） 

 

(6) 設計図書 

ア 全体配置図（外構類を含む） 

イ 動線計画図（車両、作業員、見学者） 

ウ 見学者動線計画図（熱回収施設、リサイクルセンター、管理・啓発施設内） 

   エ 建築一般図（各階平面図、立面図、断面図） 

（熱回収施設、リサイクルセンター、管理・啓発施設、余熱利用施設） 

オ 建築仕上図 

（熱回収施設、リサイクルセンター、管理・啓発施設、余熱利用施設） 

カ 各階機器配置平面図 

キ 機器配置断面図 

ク フローシート 

 ・ごみ、排ガス、焼却残さ（主灰、飛灰） 

 ・上水、井水、再利用水 

 ・排水（プラント排水、生活排水） 

 ・ボイラ給水、蒸気、復水 

 ・余熱利用 

ケ 年間稼動計画表（熱回収施設、リサイクルセンター、余熱利用施設） 

コ 計算書 

 ・物質収支（ごみ質・炉ごと時間当たり処理量に対応した値とする。） 

・熱収支計算書（ごみ質・炉ごと時間当たり処理量に対応した値とする。） 

・用役収支計算書（ごみ質・炉ごと時間当たり処理量に対応した値とする。） 
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・電力収支計算書（ごみ質・炉ごと時間当たり処理量に対応した値とする。） 

サ 鳥瞰図（方位を任意記載すること） 

シ 工事工程表 

ス 運転人員調書（熱回収施設、リサイクルセンター、余熱利用施設） 

 

(7) 設計仕様書 

参加資格を確認した者に対し配布する様式に、必要事項を記載すること。指定様式は、提

案書概要版に関するヒアリングの実施後に配布する。 
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第７ 提出書類作成要領 

 

１ 一般的事項 

各提出書類を作成するに当たっては、特に本市の指示がない限り、次の事項に留意すること。 

 

(1) 各提出書類に用いる言語は日本語、通貨単位は円、単位は計量法（平成４年５月２０日法

律第５１号）に定めるもの、時刻は日本標準時を使用することとする。また、原則として横

書きで記述すること。 

 

(2) 本事業の範囲である「施設の設計・建設に関する業務」及び「施設の運営に関する業務」

については、要求水準書に従い、提案書類を作成すること。 

 

(3) 事業計画の提案に関しては、実施方針及び入札説明書等で示したリスクの分担方針との齟

齬がないこと。また、本施設の設計・建設及び運営に関する対価については、添付資料１を

参照すること。 

 

(4) 様式集の各様式に記載されている指示に従うこと。 

 

２ 資格審査申請時の提出書類 

資格審査申請時の提出書類を作成するに当たっては、特に本市の指示がない限り、次の事項

に留意すること。 

参加表明書を表紙として、提出書類を所定の順番でまとめ、Ａ４判・縦・左綴じとして１部

提出すること。 

 

３ 提案書概要版 

 提案書概要版については、各ページの下に通し番号を振り、Ａ３横長左ホッチキスで綴じ、

正本 1 部、副本 15 部及び内容を記録したデータ（ＣＤ－Ｒ等）２部（使用ソフト：Microsoft

「Word」及び「Excel」（Windows 対応））を提出すること。 

 

４ 入札書 

入札書を作成するに当たっては、特に本市の指示がない限り、次の項目に留意すること。 

(1) 入札書（様式第 8 号）及び施設整備費内訳書（様式第 9 号）は、封筒に入れ、密封して提

出すること。 

 

(2) 入札書及び施設整備費内訳書の記入要領並びに封筒の表書き等については、様式集を参照

すること。 
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５ 提案書 

提案書を作成するに当たっては、特に本市の指示がない限り、次の項目に留意すること。 

(1) 提案書のうち、事業全体の基本的内容に関する提案書、設計・建設業務に関する提案書、

運営業務に関する提案書及び事業計画に関する提案書については、様式第 13 号～様式第 16

号の順に、各ページの下に通し番号を振り、Ａ４縦長左ホッチキスで綴じ、正本 1 部、副本

24 部を提出すること。なお、提案書は、各様式に定める提案記入枠内に、特に指定のない限

り文字サイズ 10.5 ポイントにて作成すること。 

 

(2) 提案書のうち、設計図書については、Ａ３判で作成し、前記の順に横長左ホッチキスで綴

じ、正本 1部、副本 24 部を提出すること。 

 

(3) 提案書については、内容を記録したデータ（ＣＤ－Ｒ等）２部（使用ソフト：Microsoft

「Word」及び「Excel」（Windows 対応））を提出すること。 

 

(4) 提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、

着色は自由とする。 

 

(5) ロゴマークの使用を含めて、構成員名がわかる記述を避けること。ただし、提案書のうち

の正本１部については、表紙及び表紙以外の各様式においては構成員名を明らかにすること。 

 

(6) 各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。 
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第８ 事業実施等に関する事項 

 

１ 事業実施に関する事項 

(1) 事業計画又は特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

事業計画又は特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合、本市と事業者は、誠意をも

って協議するものとし、協議が整わない場合は、特定事業契約に定める具体的措置に従うも

のとする。 

また、特定事業契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を合意による第一審の

専属管轄裁判所とする。 

 

(2) 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

本事業において、事業の継続が困難となった場合には、次の措置をとることとする。 

ア 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

(ｱ) 事業者の提供するサービスが、特定事業契約に定める事業者の責めに帰すべき事由に

より債務不履行又はその懸念が生じた場合、本市は、事業者に対して、改善勧告等の措

置を行い、一定の期間を与えて事業者による改善の実施を求めるものとする。事業者が

当該期間内に改善をすることができない場合は、本市は、特定事業契約に定める手続き

に基づき特定事業契約を解除することができる。 

(ｲ) 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に

基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、本市は、特定事業契約に定

める手続きに基づき特定事業契約を解除することができる。 

(ｳ) (ｱ)又は(ｲ)により本市が特定事業契約を解除した場合、事業者は、本市に生じた損害

を賠償しなければならない。 

 

イ 本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

(ｱ) 本市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、

事業者は、特定事業契約に定める手続きに基づき特定事業契約を解除することができる。 

(ｲ) (ｱ)の規定により事業者が特定事業契約を解除した場合、本市は、事業者に生じた損害

を賠償する。 

 

(3) 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 

不可抗力その他本市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難

となった場合、本市及び事業者は、事業継続の可否について協議する。一定の期間内に協議

が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面による通知をすることにより、本市及び

事業者は、特定事業契約を解除することができる。 
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(4) その他 

その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。 

 

２ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

本事業における法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項は、次

のとおりである。 

 

(1) 法制上及び税制上の支援に関する事項 

現時点では、本事業に関して事業者への法制上及び税制上の優遇措置等は想定していない。 

 

(2) 財政上及び金融上の支援に関する事項 

現時点では、本事業に関して事業者への財政上及び金融上の支援等は想定していない。 

 

(3) その他 

本市は、事業者に対し、補助及び出資等の支援は行わない。 

 

３ 本市による事業の実施状況の監視（モニタリング） 

(1) モニタリングの実施 

本市は、事業者が実施する施設の設計、建設及び運営の実施状況について、モニタリング

を行い、特定事業契約で定められた性能基準、サービス水準を事業者が遵守していることを

確認する。 

なお、モニタリングに必要な費用うち本市の人件費等については、原則として本市が負担

するものとし、事業者はモニタリングに必要な全ての準備（書類の作成、報告、打合せへの

出席等を含む）について事業者の負担において協力を行うものとする。 

 

(2) モニタリングの基本的な考え方 

モニタリングの実施時期と内容についての基本的な考え方は、以下のとおりとする。 

なお、モニタリング方法、内容等については、特定事業契約において定める。 

 

ア 設計・建設段階 

設計・建設段階において、本市は設計・工事監理を行い、建設ＪＶ等による業務が特定

事業契約に基づき適切に履行されているか、また、設計内容及び工事内容が特定事業契約

に定める要求水準等の条件を満たしているか、定期的及び随時に確認を行う。 

確認の結果、設計内容及び工事内容が特定事業契約に定める要求水準等の条件を満たし

ていない等の場合、建設ＪＶ等は必要な改善措置を行うものとする。 
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イ 運営段階 

運営段階において、本市は、ＳＰＣによる運営業務について、業務の内容が特定事業契

約に定める要求水準等の条件を満たしているか、定期的及び随時に確認を行う。 

また、ＳＰＣの経営状況、財務状況について定期的に報告を求め、確認を行う。 

確認の結果、業務の成果が特定事業契約に定める要求水準等の条件を満たしていない等

の場合は、ＳＰＣは必要な改善措置を行うものとし、本市は場合により一定のルールに基

づく本市からのサービス対価の減額等の措置を行う。 

具体的な内容を、添付資料２に示す。 

 

ウ 事業期間終了時の措置 

本市は、事業期間終了後も本施設を継続して利用する予定である。ＳＰＣは、事業期間

終了時に本施設を本市の定める引継ぎ時における施設の要求水準を満足する状態で、本市

に引継ぐものとする。 

 

４ リスク管理の方針 

本事業におけるリスク分担の考え方は、本市と事業者において当該リスクを最もよく管理で

きるものが分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を行えるものとするもの

である。この考え方に基づき、リスクの負担者、負担方法を特定事業契約書（案）に示す。 

 

５ 保険 

工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼした場合、建設企業が善良な管理者の注意義務を怠っ

たことにより生じた損害を負担するため、建設企業は組立保険又は建設工事保険及び第三者賠

償保険等に加入することとする。 

同様に、施設の運営に伴い第三者に損害を及ぼした場合、ＳＰＣが善良な管理者の注意義務

を怠ったことにより生じた損害を負担するため、ＳＰＣは、第三者賠償保険等に加入すること

とする。また、火災保険についても加入することとする。 

 

６ 事業期間中の事業者と本市の関わり 

(1) 本事業は、事業者の責任において遂行されることとする。また、本市は、特定事業契約に

定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。 

 

(2) 原則として、本市は、各契約の相手方に対して連絡等を行うこととするが、運営期間にお

ける災害や事故発生の緊急時等は、必要に応じて、本市と建設企業等の間で直接連絡調整を

行うことができることとする。 
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第９ その他 

 

１ 必要事項等の追加 

本入札説明書に定めることの他、入札の実施に当たって必要な事項が生じた場合には、参加

資格確認結果の通知前においては本市の公式 Web サイトにおいて公表する。適宜、本市の公式

Web サイトにおいて確認すること。 

また、参加資格確認結果の通知後においては代表企業に通知する。 

 

２ 情報公開及び情報提供 

情報提供は、適宜、本市の公式 Web サイト等を通じて行う。 
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添付資料１ 事業者の収入について 

 

１ 本市が事業者に支払う対価 

本事業において本市が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。 

対価の構成 対 象 業 務 

本施設の整備及び老人福祉センターの解

体・撤去に係る対価 

①設計業務 

②建設業務 

③解体・撤去業務 

④その他上記項目の関連業務を含む 

運営業務に係る対価Ａ ①熱回収施設及びリサイクルセンターの運営業務 

②管理・啓発施設の補修業務 

③その他上記項目の関連業務を含む 
本施設の運営業務

に係る対価 
運営業務に係る対価Ｂ ①余熱利用施設の運営業務 

②その他上記項目の関連業務を含む 

 

(1) 本施設の整備及び老人福祉センターの解体・撤去に係る対価 

区分 支払の対象となる費用 対価の算定方法 

本施設の整備

及び老人福祉

センターの解

体・撤去に係

る対価 

①設計業務費用 

②建設業務費用 

③解体・撤去業務費用 

④その他関連費用 

■施設整備及び解体・撤去に係る対価 

＝ 左欄支払の対象となる費用の合計 

 

 

(2) 本施設の運営業務に係る対価 

ア 運営業務に係る対価Ａ 

区分 支払の対象となる費用 対価の算定方法 

委託料ａ 

 

■変動費 

熱回収施設及びリサイクル

センターの運営業務に係る

変動費 

■各支払期の支払金額 

 ＝ 各支払期の処理量（実績値）×  

提案単価（円/t） 

※入札価格の算定に当たっては、 

 ＝ 各年度の処理量（計画値）× 

 提案単価（円/t） 

とする。 

なお、各年度処理量（計画値）につ

いては、「要求水準書第Ⅰ編 設

計・建設編 2.2.3 計画ごみ量・ごみ

質」を参照すること（熱回収施設の

平成 38 年度～平成 42 年度の処理量

（計画値）については、平成 37 年

度の処理量（計画値）を用いて提案

すること）。 

委託料ｂ 

 

■固定費（各年度平準化） 

熱回収施設及びリサイクル

センターの運営業務に係る

■各支払期の支払金額 

 ＝［左欄対象費用の運営期間中の費用

の合計金額］÷ 支払回数（年４
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区分 支払の対象となる費用 対価の算定方法 

固定費（補修費除く） 回 × １５年） 

委託料ｃ 

 

■補修費（運営期間を５期に分

けて各期平準化） 

熱回収施設、リサイクルセ

ンター及び管理・啓発施設

の運営業務に係る補修費 

■補修費は、運営期間について、次の５

期に分割して、各期の支払額を異なる

ものとすることを認めるものとする。

ただし、各期内の各回の支払額は同一

の金額とする。 

第１期：平成２８年度～平成３０年度

第２期：平成３１年度～平成３３年度

第３期：平成３４年度～平成３６年度

第４期：平成３７年度～平成３９年度

第５期：平成４０年度～平成４２年度

 

イ 運営業務に係る対価Ｂ 

区分 支払の対象となる費用 対価の算定方法 

委託料ｄ ■固定費（各年度平準化） 

余熱利用施設の運営業務に

係る固定費（補修費除く） 

■各支払期の支払金額 

 ＝［左欄対象費用の運営期間中の費用

の合計金額］÷ 支払回数（事業者提

案を踏まえ決定する） 

委託料ｅ ■補修費（運営期間を６期に分

けて各期平準化） 

余熱利用施設の運営業務に係

る補修費 

■補修費は、運営期間について、次の６

期に分割して、各期の支払額を異なる

ものとすることを認めるものとする。

ただし、各期内の各回の支払額は同一

の金額とする。 

第１期：施設供用開始年度～平成２７

年度 

第２期：平成２８年度～平成３０年度

第３期：平成３１年度～平成３３年度

第４期：平成３４年度～平成３６年度

第５期：平成３７年度～平成３９年度

第６期：平成４０年度～平成４２年度

 

なお、余熱利用施設の運営業務について、本市は、「要求水準書 第Ⅲ編 運営編（余熱利用

施設）2.5」に示すとおり利用料金の免除を行うが、このうち、本市及び三芳町町在住の６０歳

以上の利用者で本市及び三芳町が発行する優待者証等を持参した者（以下「減免措置対象者」と

いう。）に係る利用料金については、当該利用料金を余熱利用施設の運営期間にわたってＳＰＣ

へ補填する。１日当たりの減免補填額は、次式に従いＳＰＣへ支払うものとする。ただしその補

填額は、１日当たりの減免措置対象者の利用者数について１７４人分を上限として補填するもの

とする。 

 

１日当たりの減免補填額（円）＝ 

減免措置対象者１人当たりの減免料金（円）×減免措置対象者の利用者数（人/日） 
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２ 本市が事業者に支払う対価の改定方法 

委託料は、物価変動に基づき年一回改定するものとし、入札参加者が提案する金額に物価

変動を勘案して定まる額とする。ただし、提案時からの物価変動が±１．５％以内の場合に

は改定しない。物価変動の判断に用いる指数としては、消費者物価指数（財・サービス分類

指数（全国）の「サービス」））とすることを原則とするが、当該指標以外を用いる必要性

がある場合は、落札者決定後に、指標の妥当性、合理性について協議して運営委託業務契約

に定める。 

 

３ その他の事業者の収入 

(1) 余熱利用施設の利用料金収入 

事業者が得られる余熱利用施設の利用料金収入については、見込むことが可能な額を想

定して事業計画を立案することとする。 
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添付資料２ モニタリング実施要領等 

 

１ モニタリングの実施要領 

本市は、事業期間にわたり、運営の実施状況についてモニタリングし、契約に定められた

業務を確実に遂行しているかについて確認する。 

その結果、ＳＰＣの業務内容が基本契約、運営業務委託契約又は要求水準書若しくは事業

者提案又は業務マニュアル等に示される運営に関する内容を満足していないと本市が判断し

た場合、以下のフローに示す手続き（四半期毎）により、是正勧告、委託料の減額等の措置

をとるものとする。 

 

 

 
●モニタリングの実施（定期モニタリング／随時モニタリング） 

●業務報告書による報告 

要求水準書に示された要求水準を 

満足していない   満足している 

レベルの認定及び是正勧告 

レベルに応じたペナルティポイントの付与 

満足していない場合   満足している場合 

ペナルティなし 

是正期間内の改善が確認できない場合  改善された場合 

ペナルティなし 

四半期内の累積ペナルティポイントが 

１０以上 ５未満 ５以上１０未満 

減額等なし 

支払停止 ２０％の減額 
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２ 委託料の減額方法 

(1) 減額等の対象 

減額等の対象となる支払は、各四半期において本市が支払う委託料とする。 

 

(2) 減額等の措置を講じる事態 

ＳＰＣの責任により、基本契約、運営業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案

又は業務マニュアル等に示される運営に関する内容を履行していないことにより、以下に

示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。 

 

レベル１ 
是正しなければ、本施設の運営に軽微な影響を及ぼすことが想定

される場合 

レベル２ 
是正しなければ、本施設の運営に比較的重大な影響を及ぼすこと

が想定される場合 

 

(3) 減額等の決定過程 

ア レベル１又はレベル２の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果

から明らかになった場合、本市は、その程度、緊急度等を勘案し、ＳＰＣに相当な是正

期間を提示する。 

 

イ ＳＰＣは、本市の提示する是正期間内にレベル１又はレベル２の状態を改善すること

により、ペナルティポイントの付与を免れるが、本市の提示する是正期間を経過しても

改善されない場合、１日につき、レベル１は１ポイント、レベル２は２ポイントのペナ

ルティポイントを付与する。 

 

ウ 本市及びＳＰＣは、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議するこ

とができる。 

 

(4) 委託料の減額の金額算定方法 

ア ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該四

半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における委託料について、以下に規

定される減額等の措置が実施されるものとする。 

累積ペナルティポイント 減額等の措置内容 

５未満 減額等なし 

５以上１０未満 ２０％の減額 

１０以上 支払停止 

 

イ アに従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎になされるものとし、

複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい四半期において
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は、再び、０から加算されるものとする。 

 

３ 契約の解除 

累積ペナルティポイントが１０以上の場合、支払停止とする。また、翌期の委託料支払期

間における累積ペナルティポイントが５以上であれば、契約を解除することができる。 
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添付資料３ 事業スキーム図 

 

事業スキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※余熱利用施設の運営に当たっては、本市はＳＰＣを指定管理者として指定する予定である。

売電収入 

収入

落札者の構成員 

交付金 

配当 

選定事業者 

出資 

起債 

特定事業契約 

構成員 

（ＳＰＣ株主） 

リサイクルセンター 

回収物処分収入 

廃棄物処理手数料 

サービス 
提供 

余熱利用 

施設利用者

国 

財政融資資金等 

 

基本契約に基づく 

運営業務委託契約 基本契約

  

 

建設ＪＶ等 

運営企業 

その他企業 

基本契約に基づく 

建設工事請負契約 

収入 

ＳＰＣ※ 

ふじみ野市 

利用料金 
収入 

電気事業者 
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別紙１ 入札説明書等に対する説明会及び現地見学会への参加申込書 

 

 別添、MS Excel ファイルをダウンロードして記入してください。 

 

別紙１ 入札説明書等に対する説明会及び現地見学会への参加申込書 
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別紙２ 入札説明書等に関する質問 

 

 別添、MS Excel ファイルをダウンロードして記入してください。 

 

別紙 2-1  入札説明書に関する質問書 

別紙 2-2  要求水準書【第Ⅰ編 設計・建設編】に関する質問書 

別紙 2-3  要求水準書【第Ⅱ編 運営編】に関する質問書 

別紙 2-4  要求水準書【第Ⅲ編 運営編（余熱利用施設）】に関する質問書 

別紙 2-5  落札者決定基準に関する質問書 

別紙 2-6  様式集に関する質問書 

別紙 2-7  基本協定書（案）に関する質問書 

別紙 2-8   基本仮契約書（案）に関する質問書 

別紙 2-9  建設工事請負仮契約書（案）に関する質問書 

別紙 2-10  運営業務委託仮契約書（案）に関する質問書 


